
【樫密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 大阪地裁管内
集計表

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

1

13

19

71

50

6

1



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

1

3

7

13

5

1



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

1

2

16

13

2

1



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

6

2

16

18



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴

処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

2

2

14

4

2



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 大阪地裁管内
堺検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

3

8

10

1



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

1

3

4



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

令和 6 年第3表 京都地裁管内
集計表

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

2

8

16

5

8



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 京都地裁管内
京都第一検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

3

11

4



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 京都地裁管内
京都第二検察審査会

(最刑一）

（

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

2

5

5

5

1



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 京都地裁管内
宮津検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

‘原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

3



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 京都地裁管内
舞鶴検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴

処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

令和 6 年第3表 神戸地裁管内
集計表

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

3

21

34

5

10



【機密性2】

(別紙様式第3）
●

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 神戸地裁管内
神戸第一検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

3

3

10

2

10



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 神戸地裁管内
神戸第二検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴

処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

13

・ 13

3



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 神戸地裁管内
伊丹検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

1

7



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 神戸地裁管内
姫路検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

4

4



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 神戸地裁管内
豊岡検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴

処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 奈良地裁管内
集計表

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

2

5

19

5



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 奈良地裁管内
奈良検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

2

3

19

5



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 奈良地裁管内
葛城検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

2



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 大津地裁管内
一‘ 集計表

(最刑一）

’

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

2

8

7

2

2



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

大津地裁管内
大津検察審査会

第3表 令和 6 年

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴

処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

4

1

2



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 大津地裁管内
彦根検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴

処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

1

4

6

2



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 大津地裁管内
長浜検察審査会

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴

処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

1



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 和歌山地裁管内
集計表

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴

処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

1

5

13

2

5



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

第3表 令和 6 年 和歌山地裁管内
和歌山検察審査会

(最刑一）

I

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

1

4

8

2

5



【機密性2】

(別紙様式第3）

既済事件内容別年報

和歌山地裁管内
田辺検察審査会

第3表 令和 6 年

(最刑一）

議決区分

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

原不起訴
処分理由

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その他

1

5


